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教　育　目　標

〇自ら学び進んで働く生徒

〇心身ともに健康な生徒

〇自他を尊重して

　　　協調性を発揮する生徒

〇社会に対する責任を自覚して

　　　　　　　実践する生徒

校　章　の　由　来
昭和 58年 4月の開校の際に作られた。

「知 • 徳・体」を育てる意味で、三つの楔（＜さび）

を組み合わせたデザインである。これが大地にし

つかりと根をおろしている様子は、開校当時の教

職貝・地域・保護者の子どもたちへの熟い想いが

込められている。
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江戸川区立清新第一中学校 校歌 作詞　宮 沢 章 二
作曲　川 崎 祥 悦
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江戸川区立清新第一中学校
校　　歌

作詞　宮 沢 章 二
作曲　川 崎 祥 悦

葛西の沖よ　なぎさの鳥よ
いのち高鳴る　海のうた
朝風若く　夢若く
江戸川　清新　わが一中に
学ぶ日の　励む日の　声は澄む

緑はもえて　くすのき薫り
自主の誓いに　立つ　大地
鍛えて　強く　力満ち
たくまし　美し　わが青春の
足音よ　響きゆけ　未来まで

豊かなこころ　花咲く町に
愛はかがやく　窓は照る
出会いの泉　清らかに
江戸川　清新　わが一中よ
荒川も　中川も　出会う水
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学　校　の　沿　革

昭和 58年   2 月   1 日　江戸川区立清新第一中学校創立

昭和 58年   4 月   1 日　江戸川区立清新第一中学校開校

昭和 58年 11月   1 日　開校式典、開校記念日

昭和 59年   3 月 19 日　第一回卒業式　　卒業生 35名

昭和 60年   3 月 20 日　第二回卒業式　　卒業生 88名

昭和 60年   4 月   1 日　心身障害学級開設

昭和 61年   3 月 20 日　第三回卒業式　　卒業生 111 名

昭和 62年   3 月 20 日　第四回卒業式　　卒業生 207 名

昭和 62年   3 月 31 日　江戸川区立清新第二中学校開校 

　　　　　　　　　　　学区域変更に伴い、1年生 80名転校

昭和 63年   3 月 20 日　第五回卒業式　　卒業生 265 名 

平成  元年   3 月 20 日　第六回卒業式　　卒業生 202 名 

平成   2 年   3 月 20 日　第七回卒業式　　卒業生 215 名 

平成   3 年   3 月 20 日　第八回卒業式　　卒業生 169 名 

平成   4 年   3 月 19 日　第九回卒業式　　卒業生 195 名 

平成   5 年   3 月 19 日　第十回卒業式　　卒業生 205 名 

平成   6 年   3 月 19 日　第十一回卒業式　卒業生 191 名

平成   7 年   3 月 19 日　第十二回卒業式　卒業生 185 名

平成   8 年   3 月 19 日　第十三回卒業式　卒業生 195 名

平成   9 年   3 月 19 日　第十四回卒業式　卒業生 195 名

平成 10年   3 月 20 日　第十五回卒業式　卒業生 219 名

平成 11年   3 月 19 日　第十六回卒業式　卒業生 185 名
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平成 12年   3 月 17 日　第十七回卒業式　　卒業生 222 名

平成 13年   3 月 19 日　第十八回卒業式　　卒業生 180 名

平成 14年   3 月 20 日　第十九回卒業式　　卒業生 182 名

平成 15年   3 月 20 日　第二十回卒業式　　卒業生 125 名

平成 16年   3 月 20 日　第二十一回卒業式　卒業生 180 名

平成 17年   3 月 18 日　第二十二回卒業式　卒業生 117 名

平成 18年   3 月 17 日　第二十三回卒業式　卒業生 170 名

平成 19年   3 月 20 日　第二十四回卒業式　卒業生 209 名

平成 20年   3 月 19 日　第二十五回卒業式　卒業生 156 名

平成 21年   3 月 19 日　第二十六回卒業式　卒業生 155 名

平成 22年   3 月 19 日　第二十七回卒業式　卒業生 168 名

平成 23年   3 月 15 日　第二十八回卒業式　卒業生 161 名

平成 24年   3 月 15 日　第二十九回卒業式　卒業生 160 名

平成 25年   3 月 20 日　第三十回卒業式　　卒業生 146 名

平成 26年   3 月 20 日　第三十一回卒業式　卒業生 157 名

平成 27年   3 月 20 日　第三十二回卒業式　卒業生 157 名

平成 28年   3 月 18 日　第三十三回卒業式　卒業生 146 名

平成 29年   3 月 17 日　第三十四回卒業式　卒業生 144 名

平成 30年   3 月 16 日　第三十五回卒業式　卒業生 150 名

平成 31年   3 月 20 日　第三十六回卒業式　卒業生 192 名

令和   2 年   3 月 19 日　第三十七回卒業式　卒業生 147 名

令和   3 年   3 月 19 日　第三十八回卒業式　卒業生 157 名

令和   4 年   3 月 18 日　第三十九回卒業式　卒業生 142 名

令和   5 年   3 月 17 日　第四十回卒業式　　卒業生 151 名
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校則・学校生活について

『令和８年度から運用する校則』

（１）校則

１　生徒は学校生活において以下の５項目を守ること。その他  

　　の事柄についても、教職員の指導を真摯に受け止め、礼儀 

　　正しく、落ち着いて過ごすよう努めること。

(1) 人権を尊重し、教育目標を意識した生活を送ること。

(2) 開門は 8:00 とし、登校から下校までは校外に出ないこと。　　　 

　　学校での活動が終わったら速やかに下校すること。放課後 

　　の再登校を除き、忘れ物を取りに帰ることはできない。

(3) 自転車での通学は許可しない。電車・バスでの通学は事前 

　　に校長に許可を得た場合に限る。

(4) 学習用タブレットは教員から指示があったことのほか、学

習にのみ使用できる。肖像権や著作権を侵害することがないよ

うに使い、貸与品であることを忘れずに丁寧に取り扱うこと。

(5) 学習に不必要な物は、学校に持ち込まない。

２　生徒の標準服は次のように定める。

(1) A 型標準服  冬服（１０月～５月）

　　紺のジャンパースカートにグレー襟のセーラー。左胸にフ

ェルトをつけて校章を上、学年組章を下に付ける。

(2) B 型標準服  夏服（６月～９月）

　　半袖又は長袖の白のセーラーブラウス。左胸ポケットに校　 
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　　章をアイロンプリントする。紺のプリーツスカート。赤の 

　　リボン。

(3) C 型標準服　冬服（１０月～５月）

　　紺の詰め襟服。白のワイシャツ。紺のズボン。黒のベルト。 

　　校章入りボタン。校章を右襟、学年・組章を左襟につける。

(4) D 型標準服　夏服（６月～９月）

　　半袖又は長袖の白のワイシャツ。左胸ポケットに校章をア　 

　　イロンプリントする。紺のズボン。黒のベルト。

(5) 外履きは運動靴又は革靴。

(6) 事情があって標準服以外での登校を希望する場合は、事前　 

　　に保護者から生活指導主任に相談し、校長の了解を得ること。

『令和８年度から運用する指導指針』

（２）学校生活についての指導指針

１【登校前・登下校】

(1) 生徒の欠席・遅刻・早退は保護者の方が「tetoru」で 8:00　 

　　までに保護者が連絡する。

(2) 「tetoru」で 8:00 までに欠席などの連絡ができなかった場合、 

　　保護者が電話で連絡をする。

(3) 学習者用タブレットの Teams での連絡に目を通す。

(4) 通学は直行直帰とする。通学途中は寄り道や飲食をしない。

(5) 自転車による登下校はしない。
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２【登校】8:00 ～ 8:25

(1) 生徒は、開門する 8:00 から 8:20 までの間に正門から登校 

　　する。

(2) 8:25の本鈴が鳴り終わった時点で自席に着いていない場合、 

　　遅刻となる。

(3) 遅刻をした生徒は正門左のインターフォンを押し、正門を　 

　　あけてもらう。その後、職員室に登校の報告をしてから教 

　　室に向かう。

３【朝礼】8:25 ～ 8:35

(1) 朝礼時は 8:20 に体育館に整列完了するように心がける。

(2) 8:25 以降に来た場合は遅刻とする。静かにクラス列の後ろ　 

　　につき朝礼終了後に学年の先生から指導を受ける。

４【朝読書】8:25 ～ 8:35（朝礼がない時）

(1) 読書や読書科の課題を行う。

５【朝学活】8:35 ～

 (1) 担任からの諸連絡をしっかり聞く。

６【授業】8:45 ～

(1) 「チャイム前着席」を徹底する。

(2) 学習道具の準備を怠らず、明瞭な返事や良い発言態度を心 

　　がけ、姿勢を正し授業に臨む。
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７【休み時間】

(1) １０分休みは、トイレ休憩・教室移動・着替え・次の授業の 

　　準備の時間である。次の授業開始に遅れないように過ごす。

８【給食】12:35 ～ 13:05

(1) 準備時間を含めて３０分間である。手洗いを素早く済ませて 

　　自席に着く。当番は速やかに給食準備を行う。休み時間では 

　　なく、廊下で談笑したりする時間ではないことに留意する。

９【昼休み】13:05 ～ 13:25

(1) 雨で校庭がぬかるんでいなければ、校庭でスポーツ等をし　 

　　てもよい。判断に迷う場合は、体育科の先生の指示に従う。

10【帰りの学活】 15:25 ～ 15:30 (14:25 ～ 14:30)

(1) ６校時（５校時）終了後、司会者が前に出て帰りの学活を始める。

(2) 帰りの学活が始まる前に連絡帳に翌日の授業、持ち物、提出 

　　物を記入しておく。

11【清掃】 15:30 ～ 15:45 (14:30 ～ 15:45)

(1) 当番は掃除の開始、終了時に監督の先生に挨拶をする。

12【放課後 ( 部活動含む )】

 (1) 学年・学級・委員会等の活動を部活動より優先とする。

 (2) 放課後の活動をしている生徒の校門を出る時刻（最終下校時 

　　 刻）を厳守する。最終下校時刻は年間を通して18:00とする。
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13【服装】

(1) 特段の事情がなければ標準服を着用する。

(2) 標準服は変形したり、着崩したりしない。指導基準は以下 

　　の通りとする。

　　①白ワイシャツは、開襟シャツやボタンダウンでないものとする。

　　②スカート丈は、ひざがかくれる程度にする。

　　③靴下の色は単色で、白、黒、グレー、紺色（ワンポイント可） 

　　　とし、くるぶしが隠れる丈のものとする。

　　④外履きは白、黒、グレー、紺色を基調とした運動靴、 

　　　又は黒の革靴とする。

　　⑤防寒対策としては次を許可する。

　　　白、黒、グレー、紺色の単色のセーター（ワンポイント可）、　 

　　　ベスト等をセーラー服や詰め襟服の下に着用すること。

　　　登下校時に防寒着を着用すること。ただし、黒、グレー、紺、 

　　　茶などの華美でないものとする。また、手袋・マフラー 

　　　等を着用すること。ただし、華美でないものとする。

　　⑥酷暑対応として、登下校時に、日差し除けのために帽子な　　 

　　　どを被っても良い。

(3) 衣替えの時期には、毎年適切な期間の移行期間を設け、生　 

　　徒と保護者に移行期間を周知する。

(4) 酷暑対応として、令和８年度より夏服期間に白のポロシャ  

　　ツでの登校を許可する。ポロシャツに関しては、

　 ・無地、ポケットは付いていても付いていなくてもかまわない。

　 ・ボタンの色は白。

　 ・ボタンの数２つか３つのもので、ボタンは第一ボタンまで　　 
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　　を外して良い。

　 ・ポロシャツに関してはシャツ出しを認める。

　　また、ポロシャツは標準服ではないので式典時の着用は認 

　　めないものとする。

(5) 儀式・行事の服装については指定する。

14【持ち物】

(1) 上履きは学校指定のものとし、学年によって色を変える。 

　　タータン・中庭でも使用できる。

【　令和８年度　1年　赤　2年　緑　3年　黄　】　

(2) バッグは原則として学校指定のものとする。飾りは一つで 

　　IC カード程度の大きさとする。

(3) サブバッグは原則として学校指定のものとする。飾りは一 

　　つで IC カード程度の大きさとする。

(4) 体育着は原則として学校指定のものとする。

(5) 柔道着・水着は良い。中身は水、お茶、スポーツドリンク 

　　とする。

(7) 持ち物には必ず記名する。また、標準服や体育着などにも 

　　必ず記名すること。

(8) 友達と持ち物の貸し借りはしない。また、学習に必要なも 

　　のであっても高額なものはひかえること。

(9) 持ち込みを禁止している学習に関係ないものの例として、　 

　　金銭、刃物、ゲーム機、携帯電話、スマートフォン、通信 

　　機器（学習用タブレット端末は除く）等がある。

(10) 学習用タブレットは、毎日持ち帰り学習に使用する。学習に関 

　　 係のないゲームなどを行ってはならない。学習用タブレットは 
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　　 毎日家で充電してくる。ID やパスワードは、保護者にも知ら 

　　 せ、ノートなどと同様、日々、保護者にも見ていただくこと。

(11) 換気による防寒対策として、ひざかけを使用できる。

(12) 腕時計を着用してもよい。ただしアナログの時計機能のみ 

　　 のものとする。通信機能、アラーム機能等を備えた時計や 

　　 華美なものは持ってこない。また、紛失や故障についても 

　　 自己責任とする。高額なものはひかえ、自己管理を徹底す 

　　 ること。

15【頭髪や爪などについて】

(1) 頭髪は、清潔に保つこと。

　　①長さの基準は、目にかからない。

　　②肩にかかる場合は、黒、紺、茶のゴムで結ぶ。

(2) まゆ毛、爪の加工はしない。飾りつきのヘアゴムなどのア 

　　クセサリーはつけない。化粧はしない。

(3) 以下は本校においては適切とは言えないとして指導対象と 

　　する。

　　①脱色・染色する、パーマをかけること。

　　②整髪料を使用すること。

　　③モヒカン、アシンメトリーのような髪形にすること。

16【部活動について】

(1) 募集する際に生徒、保護者に「部活動のきまり」を別途作 

　　成して知らせるので、遵守すること。
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定期考査について

1. 座席は出席番号順に着席する。机の中は空にする。かばんは 

　ファスナーを閉めて椅子の下に置き、机の上には鉛筆・消し 

　ゴム（定規など指示された用具）のみ置く。

2. 予鈴が鳴ったら、自分の席で静かに待つ。

3. 〔授業の始めの挨拶〕がかかったら、声を出さない。

4. テスト用紙が配られたら、問題が見えないようにして机の上 

　に置く。

5. 〔テストの始めの号令〕で一斉に始める。最初に（学年〕〔組〕〔番 

　号〕〔氏名〕を楷書で正しく書く。質問や用事のある時は、手 

　を挙げて監督の先生に知らせる。

6. 解答は HB 以上の濃さではっきりと書き、間違えた場合は消 

　しゴムできれいに消して書き直す。（シャープペンシルは原則 

　使わない。）

7. 横を向くなど不正をしない。物の貸し借りをしてはいけない。 

　その他疑われるような行為はしない。

8. 不正があった場合はその教科のテストは無効となる。（返却時 

　の改ざん等も同様）

9. ものを落としてしまった等の場合には、手を挙げて試験監督 

　の先生に知らせる。

10. 余った時間は見直しをする等をして、試験時間中の途中退席 

　　は認めない。

11. 〔テストの終わりの号令〕でやめ、第記用具を置く。座席各列の 

　　一番後ろの人が、解答用紙を出席番号順に集めて教卓に置く。
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12. 学級委員は番号順・記名を確かめ、きれいに揃えて監督の先 

　　生に渡す。

13. 〔授業の終わりの挨拶〕がかかるまで、自分の席で静かに待つ。

14. トイレは早めに済ませ、予鈴前には着席して次のテストを待 

　　つようにする。

　　※ テストは点数だけでなく、「どこまでが理解できているの 

　　か」や「どういうところが理解できていないのか」を確認　 

　　することが大切です。答案が返却されたら、よく見直し、 

　　復習をしっかり行いましょう。
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図書室の利用について

　　1 館内閲覧

(1) 開館日と時間

　・月～ 金曜日の昼休みとする。

(2) 利用の仕方

　・自由に取り出してよいが、必ずもとのところに返すこと。

　・本は大切にし、書き込んだり、折ったりしないこと。

・館内では静かに読書すること。

　　２ 館外貸し出し

(1) 日　時

　・上記開館日と同じ

(2) 期　間

　・貸出日、返却日を含めて 2週間とする。

　　（ただし、長期休業時は休業明けに返却する。）

(3) 冊　数

　・1人 1回 2冊までを原則とする。
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生　徒　会　会　則

　　　第 1 章総則

第  1  条	 本会は江戸川区立清新第一中学校生徒会と名づけ、 

	 本校生徒全員をもって組織する。

第  2  条	 本会は学校の教育方針のもとに、自主的に奉仕的活動 

	 を通じてすぐれた校風を築き、自主精神を養うことを 

	 目的とする。

第  3  条	 この会の会員はすべて会則にしたがわなければならない。

　　　第 2 章	 役員

第  4  条	 この会の役員は2つ以上の役を兼ねることはできない。

第  5  条	 この会の役員の任期は 6 ヵ月であり、4 月と 10 月に 

	 改選される。ただし本部役員の任期は 1 ヵ年とし、本 

	 部役員は 10月に改選される。

　　　第 3 章	 本部役員

第  6  条	 この会は次の本部役員をおく。

　  1. 会　長　1名　　　2. 副会長　2名

　  3. 書　記　2名　　　4. 庶　務　2名

第  7  条	 本部役員の選出は立候補制とし、全会員の公選により 

	 決定する。なお、再選は妨げない。

第  8  条	 会長は本会を代表し、生徒総会、中央議会、各種専門	

	 委員会など会議を招集し、その議決を執行する。副会 

	 長は会長の仕事を助ける。書記は会議録の作成、保存 

	 などを行い、庶務は連絡などこの会の仕事を行うため 

	 の必要な処置をとる。
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第  9  条	 本部役員は役員会を開いて次のことを決める。

　  1. 中央議会および各専門委員会に提出する事項の協議

　  2. 急を要する事務の処理

　  3. その他の重要な事項の協議、議決

第 10条	 本部役員は中央議会内および専門委員会内では委員と 

	 しての資格をもつ。

　　　第 4 章組織および運営

第 11条	 この会には次の機関をおく。

　  1. 生徒総会

　  2. 中央議会

　  3. 専門委員会

　　学級委員会、生活委員会、美化委員会、

　　図書委員会、保健委員会、放送委員会、

　　給食委員会、体育委員会、臨時委員会

第 12条	 生徒総会

　  1. 生徒総会はこの会の最高議決機関であって、毎年1回の定例 

　　   会を開き、必要に応じて臨時の会を開くことができる。

　  2.  生徒総会は次のことを審議する。

　　(1) 中央議会から提議されたこと

　　(2) 会則の改正に関すること

　　(3) 役員の承認に関すること

　　(4) その他、重要な事項の討議

　　(5) 専門委員会の活動計画の承認
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第 13条	 中央議会

　  1. 中央議会は生徒総会につぐ議決機関であり、各学級から選出 

　    された学級委員、各専門委員長および本部役員によって構成 

　　  され、部活動の部長は必要に応じて参加が認められる。

　  2. 中央議会は毎月定められた日に定例会を開き、その他、 

　　   必要に応じて臨時の会を開くことができる。

　  3. 中央議会は次のことを審議する。

　　(1) 各学級、各専門委員会、生徒会本部から提出されたこ 

　　　　との審議

　　(2) 生徒会決議事項の執行

　  4. 中央議会の決定は、出席者の過半数によって議決する。

　  5. 中央議会は教職員を顧問とし、その助言をうける。

第 14条	 専門委貝会

　  1. 専門委員会は各学級から選出された委員によって構成さ 

　　　れ、その決議事項は中央議会の承認を得なければならな 

　　　い。ただし急を要する場合はこの限りではない。

　  2. 各専門委員会は次の場合に開かれる。

　　(1) 委員長が必要と認めたとき

　　(2) 委員の 3分の 1が開くことを要求したとき

　　(3) 毎月 1回定例会

　　(4) その他、必要に応じて

第 15条	 学級委員会

　  1. 学級委員会は各学級の中心としてクラスをまとめるととも　 

　　   に、各学級より提出された案件の審議および処理をする。



－ 19 －

第 16条	 生活委員会

　  1. 生活委員会は主として規律の面の活動を中心とする。

　  2. 生活委員会は各学級より提出された生活規律面の話し合い 

　　   をし、各学級へ提出する事項の協議を行う。

第 17条	 美化委員会

　  1. 美化委員会は主として校舎内外の環境の整備、美化に努める。

第 18条	 図書委員会

　  1. 図書委貝会は読料の奨励のために学校図書館の管理運営、　 

　　   本の貸し出しや返却、良書の紹介と宣伝をする。

第 19条	 保健委員会

　  1. 保健委員会は生徒が健康な学校生活を送れるように呼びか　 

　　   けや環境整備に努める。

　  2. 保健委員会は傷病者の付き添いや連絡、健康診断の補助な 

　　   どを行う。

第 20条	 放送委員会

　  1. 放送委員会は校内放送を通じて本会の目的達成のため活動 

　　   する。

　  2. 放送委員会は伝達放送や放送機器の準備、記録、番組の製 

　　   作などを行う。

第 21条	 給食委員会

　  1. 給食委員会は給食に関する事項の調査と計画を推進する。

第 22条	 体育委員会

　  1. 体育委員会は体育の授業の補助をする。

　  2. 体育委員会は昼休みのボールの貸し出しを行う。
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第 23条	 臨時委員会

　  1. 臨時委員会は必要に応じ、中央議会の指示によって構成さ　　    

　　   れる。

　  2. 臨時委員会は中央議会より提出された事項を審議する。

　  3. 臨時委員会は次の場合に開かれる。

　　(1) 委員長が必要と認めたとき。

　　(2) 中央議会が必要と認めたとき。

　　　第 5 章事業

第 24条	 本会は次の事業を行うことができる。

　  1. 会員の文化、体育、保健に関する事業

　  2. 新聞、雑誌の発行

　  3. 事故のある時の救援事業

　  4. その他、本会の目的をなしとげるための事業

第 25条	 本会が事業を行う場合、会長は学校長の承認を得る。

　　　第 6 章会議

第 26条	 この会の会議における定足数は全会員の3分の 2以上 

	 を必要とする。

第 27条	 この会の会議の議決は原則として2分の 1以上の多数 

	 決制とする。

　　　第 7 章補則

第 28条	 本会則の改廃は中央議会で3分の 2以上の賛成で発議 

	 し、生徒総会に提議され、過半数の賛成で決定される。

第 29条	 本会則を実施するための細目は中央議会で決めること 

	 ができる。
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第 30条	 本会則は昭和 58年 4月から実施する。

　　　第 8 章選挙管理委員会規則

第 31条	 生徒会本部役員の選挙にあたって、臨時に選挙管理委 

	 貝会を組織する。

第 32条	 選挙管理委貝会は各学級より 1 名ずつ選ばれた選挙管 

	 理委貝によって構成され、うち 1名を委員長とする。

第 33条	 選挙管理委員会は次の選挙事務を公正に全てするもの 

	 とする。

　  1. 選挙管理委員長は立候補者締め切り日を定め、同時に全校 

　　   生徒に選挙管理委貝長の名で投票日時を示した公示を行う。

　  2. 選挙管理委員長の指定する日時、場所において候補者の立 

　　   会演説会を開くものとする。

　  3. 投票後の開票、集計、結果の公表をしなければならない。
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